
愛
教
労
は
、
６
月

日
に

２３

県
校
長
会
に
対
し
て
本
年
度

の
要
求
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

当
面
３
・
５
通
知
の
徹

底
を
！

パ
ワ
ハ
ラ
セ
ク
ハ
ラ
防

止
指
針
の
作
成
を
！

今
年
度
は
昨
年
度
ま
で
と

違
い
、
県
教
委
か
ら
事
務
所

を
経
由
し
各
市
町
教
委
ま
で

届
い
て
い
る
文
書
及
び
そ
の

記
載
例
（
以
下
３
・
５
通
知

と
記
載
）
を
基
に
交
渉
を
進

め
ま
す
。

多
く
の
自
治
体
で
は
、
３

・
５
通
知
の
具
体
化
を
骨
抜

き
に
し
、
「
在
校
時
間
状
況
把

握
」
の
み
に
終
始
し
て
い
る

事
実
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
３
．
５
通
知
は
、

勤
務
時
間
の
適
正
な
管
理
の

た
め
に
①
在
校
時
間
等
の
状

況
記
録
を
基
に
②
会
議
行
事

の
見
直
し
を
お
こ
な
い
③
一

部
の
教
職
員
に
過
重
負
担
と

な
ら
な
い
よ
う
に
し
④
定
時

退
校
日
を
月
１
回
設
け
⑤
通

常
の
勤
務
の
割
り
振
り
変
更

が
困
難
な
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
学
校
で
割
り
振
り
変
更

簿
を
用
い
適
切
に
お
こ
な
う

こ
と
。
二
つ
目
は
①
在
校
時

間
等
の
状
況
記
録
を
基
に
②

医
師
に
よ
る
面
接
指
導
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
。
三
つ
め
は
、

在
校
時
間
等
の
状
況
記
録
は

三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
と

明
確
に
述
べ
て
い
ま
す
。

管
理
職
に
よ
る
嫌
が
ら
せ
。

管
理
職
の
暴
言
。
管
理
職
の

「
指
導
」
に
名
を
借
り
た
嫌

が
ら
せ
。
管
理
職
に
よ
る
過

重
労
働
強
制
。
管
理
職
に
よ

る
仕
事
の
取
り
上
げ
。
管
理

職
に
よ
る
差
別
。
愛
教
労
に

は
、
多
く
の
声
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
声
を
元
に

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
指
針
作
成
を

要
求
し
、
人
権
が
守
ら
れ
、

働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
実

現
し
ま
す
。
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２０１０年６月２２日
愛知県小中学校長会
会長 江本 隆 様

愛知県教職員労働組合協議会
議長 内 田 保

記

＜県教委２０１０年３月５日通知・文科省の２００６年４月３日
通知・２００７年１２月６日通知等に基づく労働時間の適正な把
握・メンタルヘルス管理の徹底について＞
(1)「労働安全衛生法」，文部科学省の２００６年４月３日通知に

基づき、「快適な職場形成」のために以下の項目について確実に
実施すること。

① 「2010年3月5日通知」及び3月15日通知文の趣旨を全ての学校
長に周知徹底させること。

② 文科省の「０６年４・３通知・０７年１２・６通知」をすべ
ての校長が学習すること。

③ 上記の通知等を利用し、労働安全衛生委員会、校長会、各職
場等において学習会を開き、研修を進めること。

④ 教職員の労働時間の適正な管理は、管理職の第一義的な責任
であることを認識すること。

⑤ 労働時間記録の先延ばしを許さず、2010年度から具体的手だ
てをとるように県下すべての校長に働きかけること。

⑥ 「出退勤時刻記録のためのタイムカード・ICカード」導入を
県教委に働きかけること。

⑦ 持ち帰りの残業についても自己申告に基づき時間把握をする
ようにすること。

⑧ 確認された職員ごとの労働時間〈持ち帰り残業も含む）の把
握は、一人一人の超過労働時間の記録の累積がはっきり分かる
記録簿に残し、その記録を定期的に進んで市町村教委・県教委
へ報告すること。

⑨ 県下すべての職場で、安全衛生委員会の設置を促し、把握さ
れた勤務時間に基づき「労働時間管理上の問題点及びその解消
策」を安全衛生委員会で検討するようにすること。

⑩ 労働安全衛生法に基づき、４５時間・８０時間・１００時間
以上のそれぞれの時間外労働者へのメンタルヘルスをチェック
し、医師との面談をおこなわせること。

＜時間外勤務をなくすため、勤務時間の割り振り実施の徹底を＞
(1)一日7時間45分勤務態勢に伴い、学校における会議や行事の見

直し等による校務の効率化をさらに進めること。
(2) ２００３年２月２５日の校長会との交渉で合意した以下の１

０項目の内容を今度とも県下のすべての校長に周知徹底するこ
と。 ＊１０項目略

(3) 2007年と2008年及び2009年に愛教労と県教委が合意した以

下の内容を県下の各学校長に周知徹底すること

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1) 当面以下の内容は割り振り変更を厳正に実施するよう市町

村教育委員会・校長を指導する。

①職員会議（学年会・公務分掌上の会議）、職員研修、研究

授業の準備

②学校行事（準備時間をふくむ）（例）運動会のための早朝

練習・準備もふくむ

③児童・生徒の指導にかかわる業務

Ａ）児童・生徒の指導・安全指導・パトロールに関わる

業務

Ｂ）児童の安全確保のための早朝の登校指導・放課後の

下校指導

Ｃ）進路指導に関わる業務（入試・発表指導）

Ｄ）補習業務

Ｅ）児童・生徒会・委員会活動指導

④ＰＴＡ活動、地域教育会議の活動

Ａ）委員会活動 Ｂ）地区懇談会

Ｃ）地域教育会議（体育祭等）に関する業務

Ｄ）街頭補導・パトロールに関わる業務

⑤家庭訪問・保護者面談・評価活動・成績処理・通知票記

入の時間

⑥その他翌日以降に持ち越すことのできない重要な校務

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(4) 長時間労働根絶に向けて、「2010年3月5日通知」で示した

ように「勤務時間の割り振り」を徹底するために、県下の

すべての学校で「勤務時間の割り振り簿」を常設すること。

(5) 勤務時間内における休憩時間中のやらざるを得ない部活指

導については、その時間を割り振りの対象として割り振り

簿に記録し、時間の回復を図るようにすること。

(6) 職員会議等で確認された部活指導の時間は、「命令された

業務」として扱い、超過労働時間として割り振りがなされ

るように周知すること。

(7) 教職員が引率する校外での活動についての勤務の割り振り

については、市町村や学校によっていろいろな差がみられ

る。以下の項目に留意し一層の改善をすること。＊以下略
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２０１０年７月２日

「
労
働
時
間
把
握
は
各

校
長
の
責
務
」

「
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
指

針
作
成
」



２
０
０
８
年
か
ら
、
愛
知
県
で
は
、
国

の
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
に
関
す
る

法
律
」
の
改
正
に
伴
い
、
県
条
例
の
改
正

が
行
わ
れ
、
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
が
始

ま
り
ま
し
た
。
法
改
正
の
趣
旨
は
、
「
育

児
を
行
う
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活

の
両
方
を
一
層
容
易
に
す
る
た
め
の
環
境

整
備
と
し
て
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
、

そ
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
育
児
短
時
間
勤

務
の
制
度
を
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
と

し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
清
須
市
立
西
枇
杷
島
小
学

校
で
は
、
「
育
児
短
時
間
勤
務
者
」
に
対

す
る
所
属
校
長
と
し
て
の
校
務
分
掌
命
令

の
内
実
と
「
育
児
短
時
間
勤
務
者
」
に
対

し
て
の
管
理
者
と
し
て
の
日
常
の
勤
務
時

間
管
理
の
実
態
は
、
「
地
方
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
」
の

条
が
禁

１６

じ
て
い
る
「
育
児
休
業
を
理
由
と
す
る
不

利
益
扱
い
の
禁
止
」
項
目
に
抵
触
す
る
疑

い
が
強
く
、
ま
た
、
日
々
、
給
特
法
が
禁

止
す
る
時
間
外
労
働
の
常
態
化
を
強
い
る

勤
務
状
態
に
お
か
れ
て
お
り
、と
て
も
「
安

心
し
て
子
育
て
が
で
き
、
同
時
に
働
き
続

け
る
」
た
め
の
条
件
整
備
が
な
さ
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
柄
が

多
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
内
田
議
長
は
、
６
月

日
県
教

２８

委
と
尾
張
教
育
事
務
所
に
申
し
入
れ
を
し

ま
し
た
。

６
月

日

時

分
か
ら

時

分
ま

２８

１１

４５

１２

１０

で
県
教
委
教
職
員
課
壁
谷
主
査
・

伊
藤

主
査
に
対
し
、
左
記
の
要
求
書
を
出
し
、

す
ぐ
に
改
善
を
す
る
よ
う
申
し
入
れ
ま
し

た
。

内
田
議
長
は
、「
清
須
市
の
申
し
入

れ
は
ど
う
な
り
ま
し
た
か
。
基
本
は
、
法

を
守
る
勤
務
条
件
を
徹
底
し
て
指
導
せ

よ
。
働
き
な
が
ら
、
子
育
て
が
出
来
る
条

件
整
備
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
法
に

関
す
る
法
律
）
の
あ
り
方
が
具
体
的
に
今

問
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
も
し
、
い
や
な
ら
、

数
年
の
育
休
を
と
る
は
ず
な
の
で
す
。
あ

え
て
、こ
の
働
き
方
を
選
ん
だ
の
だ
か
ら
、

絶
対
に
そ
の
教
員
に
不
利
益
に
な
る
よ
う

な
例
を
県
教
委
は
、
つ
く
っ
て
は
な
ら
な

い
。」
と
強
調
し
ま
し
た
。

県
教
委
は
、
す
ぐ
調
査
を
す
る
と
の
回

答
で
し
た
。

名
古
屋
を
た
つ
。

時
間
越
え
る
移

5/1

20

動
の
あ
と
、テ
ロ
未
遂
事
件
が
あ
り
、

付
近
道
路
の
封
鎖
。
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト

ホ
テ
ル
到
着
が
深
夜
２
時
に
な
る
。

睡
眠
時
間
も
そ
こ
そ
こ
に
、
タ
イ

5/2

ム
ズ
ス
ク
エ
ア
で
署
名
活
動
を
行

う
。
丁
寧
な
英
語
を
話
す
よ
う
に
心

が
け

筆
を
集
め
る
。
そ
の
後
、

10

愛
知
県
代
表
団
と
Ｎ
Ｙ
バ
ス
市
内

見
学
に
参
加
し
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド

広
場
ま
で
全
教
の
旗
と
、
横
断
幕
を

も
ち
、
行
進
を
行
う
。

バ
ス
に
て
市
内
観
光
。
バ
ス
ガ
イ
ド

5/3

さ
ん
の
話
が
印
象
的
。
格
差
が
広
が

る
Ｎ
Ｙ
市
民
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

以
後
、
中
間
層
の
所
得
が
減
り
、
持

つ
者
と
持
た
ざ
る
者
も
貧
富
の
差
が

拡
大
。
特
に
不
法
移
民
を
取
り
締
ま

る
と
Ｎ
Ｙ
の
経
済
（
安
い
賃
金
で
働

く
人
が
必
要
）
が
成
り
立
た
な
い
と

い
う
葛
藤
が
存
在
す
る
。

唯
一
の
フ
リ
ー
タ
イ
ム
。
メ
ト
ロ
ポ

5/4

リ
タ
ン
博
物
館
、
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー

ク
、
マ
ジ
ソ
ン
ス
ク
ェ
ア
ガ
ー
デ
ン
、

エ
ン
パ
イ
ア
ス
テ
ー
ト
ビ
ル
な
ど
地

下
鉄
や
徒
歩
で
観
光
を
兼
ね
、
歩
き

な
が
ら
世
界
一
の
都
市
Ｎ
Ｙ
を
体

感
。
Ｎ
Ｙ
最
後
の
夜
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ

ェ
イ
で
自
治
労
連
の
代
表
の
方
と
、

大
い
に
酒
を
酌
み
交
わ
す
。

早
朝
、

空
港
へ
。
代

5/5

N
Y

J
F
K

表
団
の
中
で
倒
れ
た
り
、
ア
メ
リ
カ

の
病
院
で
診
察
を
う
け
た
り
、
Ｊ
Ｆ

Ｋ
空
港
で
車
椅
子
を
使
い
移
動
す
る

人
も
い
る
過
酷
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
。

―

香
港

―

中
部
国
際
空
港

5/6①

今
回
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
で
も
利

害
が
異
な
る
当
事
者
同
士
が
、
主
体

的
に
討
議
に
参
加
し
、
他
者
の
立
場

・
状
況
を
考
え
尊
重
し
つ
つ
、
１
ケ

月
も
の
長
期
に
わ
た
る
熟
議
の
上
で
、

最
終
文
書
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

②

批
判
だ
け
で
な
く
代
替
案
の
提
示
に

は
、
相
手
を
受
容
す
る
寛
容
さ
も
必

要
で
あ
る
気
が
し
た
。
署
名
活
動
の

際
、
着
物
は
目
を
引
き
、
絵
手
紙
や

折
り
鶴
で
の
活
動
は
有
効
で
あ
っ
た
。

ユ
ー
モ
ア
や
お
お
ら
か
な
態
度
を
持

ち
つ
つ
、
活
動
す
る
。
こ
う
し
た
こ

と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
を
巻
き
込
む
。

集
会
や
マ
ー
チ
で
、
工
夫
や
ア
イ
デ

ア
を
出
し
、
楽
し
く
参
加
し
て
い
る

人
を
み
て
、
意
見
が
対
立
す
る
他
者

と
理
解
し
合
う
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

③

今
回
、
Ｎ
Ｙ
行
動
で
知
り
合
っ
た
多

く
の
人
が
、
私
と
全
く
同
じ
考
え
と

い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
旅

の
日
常
の
場
面
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
に
つ
い

て
、
憲
法
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
に
つ

い
て
、
教
育
に
つ
い
て
と
熟
議
し
、

自
分
の
考
え
を
深
め
る
。
ま
た
、
新

し
い
視
点
に
気
づ
く
。
そ
う
し
た
自

由
な
風
土
が
愛
知
県
代
表
団
、
日
本

の
代
表
団
に
あ
り
ま
し
た
。

市
民
が
、社
会
に
対
し
て
関
心
を
持
ち
、

現
代
社
会
の
矛
盾
点
に
対
し
て
行
動
を
起

こ
す
。
そ
の
際
、
主
体
的
に
討
議
に
参
加

し
、
他
者
の
立
場
、
状
況
を
考
え
尊
重
し

つ
つ
、
熟
議
の
上
で
、
自
ら
の
生
き
る
社

会
の
理
想
型
に
向
か
う
ル
ー
ル
を
決
め

る
。
Ｎ
Ｙ
行
動
に
参
加
し
て
、
こ
う
し
た

社
会
を
作
り
上
げ
る
姿
勢
を
継
続
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
体
感
し
、
再
認
識
し

ま
し
た
。

愛教労 2010年夏の学習会

１，日 時 ２０１０年８月２９日（日）
２，場 所 労働会館

３，日程

○ 午前の部
記念学習会 全教中央執行委員 米田 雅幸氏

こ め だ

「教師にとっての労働基本権とは？」
○ 午後の部 分科会

分科会１ 「今，労働基本権を学ぼう」
分科会２ 「勤務時間の把握と労安体制で健康を守ろう」

分科会３ 「組合活動の工夫と拡大」

分科会４ 「反核・平和・友好への取り組み」

７

・

８

月

の

活
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鶴
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会
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所
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２７

い
の
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と
健
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２８
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会
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働
会
館

愛
教
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・
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の
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２９

労
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会
館

２０１０年６月２８日
愛知県教育委員会教育長

今井 秀明様
尾張教育事務所所長

村 良弘様
愛知県教職員労働組合協議会

議長 内田 保

「地方公務員の育児休業に関する法律」違反・「労働基
準法」違反・「給特法」違反・「労働安全衛生法」違反の
おそれのある清須市立西枇杷島小学校長の学校運営の実
態を調査し，県教委・市教委からの校長に法を遵守する
学校運営の指導を求める要求書

記
１ 西枇杷島小学校の校長は，１日３時間５５分勤務の

育児短時間勤務者に，２年生担任を命じた理由を明ら
かにさせること。

２ 学級対応分教員として配当され，１日勤務ができる
校務主任・教務主任・教頭がいるのに３時間５５分勤
務者である，育児短時間勤務者に担任を命じた理由を
校長に明らかにさせること。

３ また，３時間５５分勤務者に担任を命じることの合
理性について，県教委・尾張教育事務所・清須市教育
委員会の見解を明確にすること。

４ 育児短時間勤務者と西枇杷島小学校のすべての教職
員の出退勤時刻と超過労働時間の記録がされた本年度
の文書を明確にすること。

５ 育児短時間勤務者に対しての４月から６月までの勤
務時間の割り振り変更の記録が示された，文書を明ら
かにすること。

小
学
校
入
学
ま
で
子
育
て
し
な
が
ら
勤
務
で
き
る
「
育
児
短
時
間

勤
務
」
の
制
度
の
条
件
整
備
を
内
田
議
長
，
県
教
委
に
要
求
！
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ニ
ュ
ー
ヨ
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ク
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動
に
参
加
し
てタイムズスクウェアから国連までデモ行進





愛教労のホームページＵＲＬ http://eva.hi-ho.ne.jp/aikyourou/


